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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬物容器に連結される第１の要素を駆動するよう構成された第１の駆動部材と、
　前記第１の要素内に配置され、前記薬物容器内にあるプランジャーに薬物放出の間作用
する第２の要素を駆動するよう構成された第２の駆動部材と、
　前記第１の駆動部材および前記第２の駆動部材の一連の解放を制御するよう構成された
解放メカニズムとを備え、
　前記第１の駆動部材は、本体と前記第１の要素との間に配置され、前記第２の駆動部材
は、前記第１の要素と前記第２の要素との間に配置され、
　前記解放メカニズムは、
　少なくとも部分的に前記第１および前記第２の駆動部材の両方の内に配置され、
　前記本体に固定された、または前記本体の一部であるロック面と、
　前記第２の要素に備えられた内維持要素とを含み、
　前記ロック面が、内維持要素に対して所定距離移動するまで前記第２の駆動部材を維持
し、その後前記第２の駆動部材が解放されるよう構成され、
　前記第１の駆動部材の解放により、前記内維持要素が、前記第２の駆動部材を解放する
ために前記ロック面に対して移動する、
自己注射器用送達メカニズム。
【請求項２】
　前記第２の駆動部材は、少なくとも部分的に前記第１の駆動部材内に配置される、請求
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項１に記載の自己注射器用送達メカニズム。
【請求項３】
　使用の際、前記第１および第２の駆動部材の一方が針を対象に挿入する力を与える主因
となり、前記第１および第２の駆動部材の他方が前記針から薬物を放出する力を与える主
因となる、請求項１又は請求項２に記載の自己注射器用送達メカニズム。
【請求項４】
　前記内維持要素は、前記第１の要素の支持面と係合するラッチを含む、請求項１から請
求項３までのいずれか１項記載の自己注射器用送達メカニズム。
【請求項５】
　前記ロック面は、前記第１の駆動部材が解放される前、前記ラッチを前記支持面との係
合位置で維持する、請求項４に記載の自己注射器用送達メカニズム。
【請求項６】
　使用の際、前記第１の駆動部材は解放される前の初期位置から解放後の最終位置へ移動
し、前記第２の駆動部材は解放される前の初期位置から解放後の最終位置へ移動し、
　さらに、前記第１および第２の駆動部材が最終位置に移動したときに音が発生するよう
構成された音発生メカニズムを備え、
　前記音発生メカニズムは、少なくとも部分的に前記第１および第２の駆動部材の両方の
内に配置される、請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の自己注射器用送達メ
カニズム。
【請求項７】
　前記音発生メカニズムは２以上の面を有し、前記第２の駆動部材がその最終位置に実質
的に到達したときに、これらの面の一方を他方にぶつけて音が発生し、
　前記面の１つは、前記第２の要素に固定されている、または前記第２の要素の一部であ
り、
　前記面の１つは、前記第１の要素に固定されている、または前記第１の要素の一部であ
る、請求項６に記載の自己注射器用送達メカニズム。
【請求項８】
　請求項１から請求項７までのいずれか１項にかかる自己注射器用送達メカニズムを備え
る、自己注射器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬物保管および患者への薬物投与のための装置に関する。特に、本発明は、
１回分の薬物を患者に自動投与するメカニズムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　本技術分野において知られている薬物送達装置の一例として、投与する前に医療用、治
療用、診断用、医薬品用、または化粧品用の化合物（薬物）を収容し、この化合物を中空
針を経由して患者の皮膚から投与するために用いられる自己注射器がある。自己注射器は
、患者本人もしくは別のユーザによって使用されてもよく、また動物に薬物を投与する際
に用いられる。
【０００３】
　通常、自己注射器は、患者に対する針の挿入および薬物の針からの放出プロセスの一方
または両方を自動化することにより、シリンジにおいて必要とされるような訓練や手間が
低減されるという理由により、使用される。また、患者から針が見えないため、挿入に対
する恐怖を低減することができる。
【０００４】
　自己注射器の中には、単一のバネを用いて患者への針の挿入と薬物の送達の両方の原動
力を与えるものがある。この手法の例として、メリディアン社のＥｐｉＰｅｎ自己注射器
やアボット社のヒュミラ自己注射器などが挙げられる。
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【０００５】
　自己注射器が両方の機能を動作させる力を与えるバネを１つしか含まない場合、このバ
ネが一方の機能に与える力は、他方の機能にも十分な力を与えることができるように、必
要以上に高くなることがある。好都合には、この２つの機能は、針が正しく位置決めされ
てはじめて薬物が送達されるように、同時ではなく順番に発生する。通常、１つのバネに
より与えられる力はバネがエネルギーを伝えるにしたがって小さくなるため、このバネは
、好むと好まざるとにかかわらず必然的に、１つ目の機能すなわち針の挿入を動作させる
ために、２つ目の機能すなわち薬物の送達よりも強い力を与えることになる。このバネの
力は、薬物送達プロセス中のいずれの時点においても力およびエネルギーを十分に与える
ことができるバネの要件によって決定される。これは、必要とされるまたは望まれるより
もずっと強い力が針挿入フェーズ中に与えられることがあることを意味する。
【０００６】
　しかしながら、自己注射器の中には、その動作メカニズム内の２つの独立したバネを用
いて針の挿入と薬物の送達の原動力を与えるものがある。この手法の例として、米国特許
第４，６４２，０９９号および米国特許第７，７４９，１９５号に記載のものが挙げられ
る。
【０００７】
　自己注射器がバネを２つ含む場合、それぞれのバネによって与えられる力を、各機能の
要件により適したものとすることができる。それぞれのバネが単独で両方の機能を動作さ
せるに十分なエネルギーを与える必要がないため、自己注射器メカニズムにおいて全体と
して要求される最大限に蓄積されたバネの力をかなり小さくすることができる。
【０００８】
　このように２つのバネを使用する場合、針が患者に正しく挿入される前に薬物が針から
放出されることがないように、通常は一連の２つの機能を調整するインターロックメカニ
ズムを必要とする。一般に、インターロックメカニズムを設けることにより、自己注射器
はサイズが大きくなり、複雑になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第４，６４２，０９９号明細書
【特許文献２】米国特許第７，７４９，１９５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、自己注射器内のバネなど２つの駆動部材の一連の解放を制御するとと
もに、自己注射器のサイズと複雑さを最小限に抑えることのできる改良メカニズムを提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の各局面は、以下に説明する添付の独立請求項に規定される。本発明の各種の局
面は、単独で、または１以上のそのほかの局面と組み合わせて提供することができる。本
発明の好適な特徴は、従属請求項に規定される。
【００１２】
　自己注射器において、バネなどの駆動部材を２つ用いることにより、１つだけ用いる場
合に比べて、以下に挙げるような様々な利益を得ることができる。
【００１３】
　・針挿入スピードが落ち、薬物送達中の音やショックが減少することにより、使用者が
感じる痛みや疲労の程度を低減することができる。
【００１４】
　・必要とされる最大のスプリング力が小さくなるため、自己注射器内の薬物容器の破損
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リスクを低減することができる。これは、自己注射器内の薬物容器が比較的壊れやすいガ
ラス製のシリンジやカートリッジで構成される場合に、特に有益である。
【００１５】
　・一方のバネが他方のバネの内部に配置可能なため、また最大のスプリング力が小さく
なることにより自己注射器メカニズムを小型化することができるため、装置のコストおよ
びサイズを低減することができる。サイズが小さくなることによって自己注射器がより持
ち運びしやすくなるため、患者が自己注射器を携行する可能性が高まり、緊急状態の治療
が必要となる場合にも利用可能となる。
【００１６】
　本発明の一局面において、自己注射器内に設けられ、自己注射器のサイズを最小限に抑
えることのできる、２つの駆動部材の一連の解放を制御する解放メカニズムを提供する。
また、これにより、一連の針挿入および薬物送達が精密に制御され、自己注射器の要素の
数およびコストを最低限に抑えることが可能となる。これは、解放メカニズムを少なくと
も部分的に駆動部材の内部に設けることにより実現される。
【００１７】
　既存の自己注射器の多くは、通常、自己注射器の針と反対側の端部に装着されて、１以
上のバネと係合して自己注射器が偶発的に作動することを防ぐメカニズムを有している。
これは、ボタンや取り外し可能な安全キャップなどの形をとることができる。このため、
一連の針挿入および薬物送達を制御するインターロックメカニズムは、通常、１以上のバ
ネの外側に装着される。したがって、このようなインターロックメカニズムは、一般に、
自己注射器を大型化し複雑にするという問題がある。これに対して、本発明では、解放メ
カニズムを少なくとも部分的に駆動部材の内部に配置することができる。これにより、自
己注射器のサイズを最小限に抑えることができる。
【００１８】
　第１の局面において、自己注射器用送達メカニズムは、
　第１の要素を駆動するよう構成された第１の駆動部材と、
　第２の要素を駆動するよう構成された第２の駆動部材と、
　第１の駆動部材および第２の駆動部材の一連の解放を制御するよう構成された解放メカ
ニズムとを備え、
　解放メカニズムは、少なくとも部分的に第１または第２の駆動部材内に配置される。
【００１９】
　好ましくは、解放メカニズムは、少なくとも部分的に第１および第２の駆動部材の両方
の内に配置される。
【００２０】
　通常、第１および第２の駆動部材は、第１および第２の要素を同じ方向に駆動するよう
構成されているが、異なる方向に駆動してもよい。例えば、第２の方向は、第１の方向と
平行かつ反対方向であってもよい。
【００２１】
　第１の駆動部材は、らせんバネであってもよい。第２の駆動部材は、らせんバネであっ
てもよい。らせんバネを入れ子状に配置して、安定したコンパクトな送達メカニズムを提
供することができる。
【００２２】
　好ましくは、第１および第２の駆動部材の一方が針を対象に挿入する力を与える主因と
なり、第１および第２の駆動部材の他方が針から薬物を放出する力を与える主因となる。
しかしながら、駆動部材の個々の作用は、針の患者への挿入と薬物の送達という個々の機
能と厳密な相互関連があってもなくてもよい。言い換えると、一方の駆動部材が一方の機
能全てに必要な力と他方の機能の一部に必要な力を与え、他方の駆動部材が他方の機能に
必要な力の一部のみを与えてもよい。
【００２３】
　一実施形態において、解放メカニズムは、本体に固定された、またはその一部であるロ
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ック面と、このロック面が内維持要素に対して所定距離移動するまで第２の駆動部材を維
持し、その後第２の駆動部材が解放されるよう構成された内維持要素とを含み、第１の駆
動部材の解放により、内維持要素が第２の駆動部材を解放するためにロック面に対して移
動する。これにより、頑丈で安定したコンパクトな解放メカニズムが提供される。
【００２４】
　内維持要素は、第１の要素の支持面と係合するラッチを含んでもよい。ロック面は、第
１の駆動部材が解放される前、ラッチを支持面との係合位置で維持してもよい。
【００２５】
　ラッチは、第２の要素に固定されていても、またはその一部であってもよい。
【００２６】
　使用の際、第１の駆動部材は解放される前の初期位置から解放後の最終位置へ移動し、
第２の駆動部材は解放される前の初期位置から解放後の最終位置へ移動する。当該メカニ
ズムは、さらに、第１および第２の駆動部材が最終位置に移動したときに音が発生するよ
う構成された音発生メカニズムを備えてもよい。音発生メカニズムは、薬物送達が無事完
了したとき、使用者に通知する。
【００２７】
　音発生メカニズムは、少なくとも部分的に、好ましくは完全に、第１または第２の駆動
部材内に配置される。これにより、装置をコンパクトにすることができる。音発生メカニ
ズムは、好ましくは、少なくとも部分的に第１および第２の駆動部材の両方の内に配置さ
れる。
【００２８】
　解放メカニズムは、好ましくは、自己注射器の一部である。自己注射器は、薬物容器と
薬物容器内にあるプランジャーとをさらに備えてもよく、第２の要素は、薬物容器内のプ
ランジャーを押して薬物を送達するよう構成されたプッシャーであってもよい。
【００２９】
　自己注射器は、投与する薬物を収容する薬物容器をさらに備えてもよく、第１の要素は
、第２の駆動部材が解放されたときに薬物容器に対してずれることがないように、薬物容
器に固定されていてもよい。
【００３０】
　別の局面において、本発明は、送達メカニズムの作動を防止するロック装置を解放する
システムを提供し、このシステムは薬物容器の針が取り付けられる側であり使用の際に患
者にもっとも近くなる端部である前端に設けられる。これにより、さらに装置全体のサイ
ズ、特に幅を低減することができる。また、これにより、市場に流通している自己注射器
の大多数に比べてより使いやすく簡単なユーザインターフェースが可能となる。
【００３１】
　この局面において、自己注射器は、筐体と、針に連結された前端を有する薬物容器と、
薬物容器の後端に連結された解放可能な駆動メカニズムであって、使用の際、針を対象に
挿入するために、初期構成から最終構成へ変化して薬物容器および針を筐体に対して移動
させる駆動メカニズムと、駆動メカニズムを初期構成に維持する解放可能なロックメカニ
ズムであって、筐体に固定されて薬物容器の前端に係合するロックメカニズムとを備える
ことができる。
【００３２】
　ロックメカニズムは、筐体に相対的に固定された弾性アームを含んでもよい。
【００３３】
　解放可能なロックメカニズムは、患者の皮膚表面を検知するよう構成された皮膚センサ
に連結されていてもよい。皮膚センサは、皮膚表面に押し付けられると筐体に対して移動
する可動要素を含んでもよく、可動要素の移動によりロックメカニズムが薬物容器の前端
との係合状態から解放される。可動要素は、ロックメカニズムが薬物容器の前端と係合し
ているとき、ロックメカニズムと接触するよう構成されてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００３４】
【図１ａ】図１ａは、患者に薬物を投与する前の自己注射器の第１の実施形態の縦断面図
である。
【図１ｂ】図１ｂは、図１ａの自己注射器を他の視点から見た断面図である。
【図２ａ】図２ａは、針カバーを取り外した後の同自己注射器を示す。
【図２ｂ】図２ｂは、図２ａの他の視点からの断面図である。
【図３ａ】図３ａは、患者に針を挿入するプロセスにおける同自己注射器を示す。
【図３ｂ】図３ｂは、図３ａの他の視点からの断面図である。
【図４ａ】図４ａは、薬物を患者に放出できるよう針が完全に延びて第２のバネが解放さ
れた同自己注射器を示す。
【図４ｂ】図４ｂは、図４ａの他の視点からの断面図である。
【図５ａ】図５ａは、薬物が放出されるときの同自己注射器を示す。
【図５ｂ】図５ｂは、他の視点から見た図５ａの自己注射器を示す。
【図６ａ】図６ａは、薬物が放出された後の同自己注射器を示す。
【図６ｂ】図６ｂは、図６ａの他の視点からの断面図である。
【図７】図７は、薬物が放出されて自己注射器が患者から取り外された後、針安全メカニ
ズムが延ばせるようなった自己注射器を示す。
【図８】図８は、貫通可能な金属箔と低摩擦プランジャーとを組み込んだ図１ｂの自己注
射器の代替構成を示す。
【図９ａ】図９ａは、図１の自己注射器からの駆動メカニズムに連結された薬物容器を示
す。
【図９ｂ】図９ｂは、図９ａの断面図である。
【図１０ａ】図１０ａは、外バネ要素を示す。
【図１０ｂ】図１０ｂは、図１０ａの断面図である。
【図１１ａ】図１１ａは、内バネ要素を示す。
【図１１ｂ】図１１ｂは、図１１ａの断面図である。
【図１２】図１２は、薬物送達前における、駆動バネを１つだけ有する自己注射器の第２
の実施形態の断面図である。
【図１３】図１３は、薬物送達後の図１２の自己注射器を示す。
【図１４】図１４は、他の視点から見た筐体を図示しない図１ａの自己注射器を示す。
【図１５】図１５は、他の視点から見た筐体を図示しない図２ａの自己注射器を示す。
【図１６】図１６は、皮膚センサが押し返された状態の図１５の自己注射器を示す。
【図１７】図１７は、図１６のしばらく後の自己注射器を示す。
【図１８】図１８は、他の視点から見た筐体を図示しない図３ａの自己注射器を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図１ａは、本発明の第１の実施形態にかかる自己注射器の、患者に薬物を投与する前の
状態の縦断面図である。図１ｂは、図１ａの自己注射器を他の視点から見た断面図である
。自己注射器は、１回分の薬物１２が収容された薬物容器１０を備える。中空の皮下注射
針１４が、薬物容器１０の前端に固定され、そして、プランジャー１６が薬物容器１０内
に設けられている。プランジャー１６が針１４に向かって移動することにより、薬物が薬
物容器から針を経由して放出される。本明細書において「前」とは薬物容器または自己注
射器において使用時に患者にもっとも近接する端部、すなわち薬物が患者に送達される側
の端部を指す。
【００３６】
　この基本的なシリンジアセンブリは、針１４を対象に挿入して薬物容器１０内のプラン
ジャー１６を移動させて薬物１２を放出する駆動メカニズムを収容する筐体１８の内部に
収容される。また、この筐体は、対象の皮膚に接触すると駆動メカニズムを作動させる皮
膚検知メカニズムと、薬物の送達完了をユーザに知らせる音発生メカニズムとを収容する
。
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【００３７】
　駆動メカニズムは、針挿入用とプランジャー移動用の２つのバネを備える。本実施例に
おいては、金属製のらせんバネを用いる。しかしながら、ガススプリングや、ポテンシャ
ルエネルギーを蓄積して後で針またはプランジャーを駆動するために解放することが可能
な弾性部材を組み込んだ任意の適切な機械的駆動部、および任意の組み合わせなど、その
ほかの形状のバネを用いてもよいことは言うまでもない。
【００３８】
　２つのらせんバネは、一方が他方の内部に同軸関係に配されている。ただし、同軸関係
にあることも、入れ子状になっていることも、必須ではなく、これらの特徴に利点がある
ということである。外バネ２０は、筐体１８内で薬物容器１０と針１４とを前方に駆動し
て針を対象に挿入するために用いられる。内バネ２２は、薬物容器内のプランジャーを駆
動し、針から薬物１２を放出するために用いられる。しかしながら、別の実施形態におい
ては、役割を逆にして、内バネが針を駆動し、外バネがプランジャーを駆動してもよい。
【００３９】
　以下、２つのバネ２０および２２の一連の動作について説明する。図１ａおよび図１ｂ
に、エンドユーザに届けられたときの初期状態の自己注射器を示す。自己注射器には安全
対策の針カバー２４が設けられており、自己注射器を使用する前に取り外す必要がある。
【００４０】
　針カバー２４は、使用者または介護者によって簡単に引き抜いて皮膚センサ２６をむき
出しにすることができる。図２ａおよび図２ｂに、針カバー２４を取り外した自己注射器
を示す。皮膚センサ２６は、筐体の前端よりも前に突出しているものであるが、これを対
象の皮膚の薬物を注射するべき位置にあてる。自己注射器本体を皮膚表面に向かって押圧
することにより、皮膚センサ２６が自己注射器の筐体１８に対して押し戻される。針１４
はまだ筐体前端２８により覆われており、使用者が押圧することで直接的に針１４が皮膚
に挿入されることはない。その代わりに、皮膚センサがトリガーの役割を果たす。針１４
および薬物容器１０は、薬物容器１０の前端に係合する針挿入ラッチ３０によって筐体前
端２８に対して維持される。皮膚センサが所定距離だけ押し戻されると、図１４から図１
８を参照して詳しく説明されるように、針挿入ラッチ３０が解放される。針挿入ラッチ３
０が薬物容器１０から外れると、外バネ２０により薬物容器１０および針１４が筐体１８
内で前方に押し出され、患者に針が挿入される。図３ａおよび図３ｂにこれを示す。
【００４１】
　外バネ２０は、主筐体１８と、本実施形態において外バネ要素３２と呼ばれる第１の要
素３２との間に配置される。図９ａおよび図９ｂから明らかなように、外バネ要素は、薬
物容器に連結される。外バネ要素３２は、薬物容器１０の外表面に形成された突起３６と
係合する係合アーム３４を備える。しかしながら、外バネ要素と薬物容器１０とを係合す
るための任意の適切な手段、または外バネ要素３２を薬物容器１０に単に隣接させる手段
を用いてもよい。
【００４２】
　外バネ要素３２は、針１４が挿入される際に、薬物容器１０とともに移動する。内バネ
２２は、外バネ要素３２と、本実施形態において内バネ要素３８と呼ばれる第２の要素３
８との間に保持される。内バネ要素は、薬物放出の間、プランジャーに作用する。ただし
、外バネ要素３２は、針が部分的または完全に挿入されるまで内バネ２２を圧縮状態で維
持する。外バネ要素３２は、内バネ２２の周囲に延びて内バネの後ろ側を覆っており、内
バネ内に配置される脚部４０を有する。図１０ｂに脚部４０をはっきりと示す。図５ａお
よび図５ｂを参照して説明するように、内バネ要素３８には、プランジャーと係合するプ
ッシャー部前端４４が設けられている。また、内バネ要素３８は、後端部に内バネ維持突
起部４６を含む内弾性脚部４２の形状をとる内維持要素を備える。内弾性脚部は、主筐体
の一部である（またはこれにしっかりと取り付けられた）ロック面４８によって外向きに
押圧されて、維持突起部４６が外バネ要素３２の内バネ維持面４７と係合し、ロック面４
８によって係合が外れるのを防止される。このように、内バネは、維持突起部４６が内バ
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ネ維持面４７から解放されるまで、圧縮状態でロックされて外バネ要素３２とともに移動
する。
【００４３】
　外バネが針挿入ラッチ３０によって解放されると、外バネ要素３２が筐体内で駆動され
る。ロック面４８は、薬物容器１０が主筐体１８内の移動を終わる際またはその直前、す
なわち外バネが最大に延びたときに、内弾性脚部４２がロック面４８から外れるような寸
法になっている。内弾性脚部４２がロック面４８から外れると、突起部４６は直ちに維持
面４７から外れる。この係合解放は、内バネ２２の作用によるものである。
【００４４】
　図４ａおよび図４ｂに、内バネ２２が解放されて内弾性脚部４２の突起部４６が外バネ
要素３２内で押圧されているときの位置にある自己注射器を示す。内バネ要素のプッシャ
ー部前端４４は、プランジャー１６に向かって駆動される。図８に示すように、薬物容器
１０の後端部には保管中に薬物を新品同様に維持する封止５６を設けてもよく、この封止
はプッシャー部前端４４によって破られる。そして、図５ａおよび図５ｂに示すように、
プッシャー部前端４４は、プランジャー１６に係合して薬物容器内でこれを駆動し、薬物
が放出される。
【００４５】
　プランジャー１６が薬物容器１０の底に到達すると、薬物が完全に放出される。外バネ
要素の脚部４０は、プランジャーが移動を終わる際またはその直前に、内バネ要素３８の
突起部４６が脚部４０から解放されるような寸法になっている。この解放によって、圧縮
状態の内弾性脚部４２が外に向かって拡張し、突起部４６の上部の内弾性脚部４２の衝撃
面５０が脚部４０の端部にぶつかって、可聴音が発生する。図６ａおよび図６ｂに、この
位置を示す。この音は、使用者に対して、薬物の送達が完了し対象から針を抜いてもよい
ことを知らせる。
【００４６】
　図７に、薬物放出後患者から取り外され、針安全メカニズムが延びて針を覆うようにし
た自己注射器を示す。
【００４７】
　筐体１８、キャップ２４、皮膚センサ２６、筐体前端２８、針挿入ラッチ３０、外バネ
要素３２、および内バネ要素３８の材料は、ＥＶＯＨやポリアミドなどのプラスチックで
あってもよく、または金属であってもよい。薬物容器の内表面は薬物に適合的でなければ
ならず、薬物容器はガラスまたはプラスチックから形成されてもよい。弾性があるとして
説明された各種の要素は、適切な弾力性を有さなければならない。
【００４８】
　プランジャーは、標準的なゴム製のプランジャー１６であってもよく、図８に示すよう
にカップシールプランジャー５２であってもよい。カップシールプランジャーは、内バネ
要素によって破られる封止要素後端部５６と併せて用いるものであり、薬物容器１０の内
壁とより確実かつ低摩擦で係合させることができる。カップシールプランジャーは、ポリ
プロピレン、ポリエチレン、またはＦＥＰ（フッ素化エチレンプロピレン）などの実質的
に非エラストマーの素材から形成されてもよい。
【００４９】
　図１から図１１を参照して説明した駆動メカニズムは、針挿入および薬物放出に用いら
れる異なる駆動部材を用いることができる。薬物を放出する解放メカニズムは、駆動手段
、すなわち外バネ２０および内バネ２２の両方の内部に設けられてもよい。これにより、
薬物送達の各ステージにおいて適切な力を与えるコンパクトなバネが可能となり、装置全
体をコンパクトなものとすることができる。
【００５０】
　内バネ要素の衝撃面５０が外バネ要素３２にぶつかることによって実現される音発生メ
カニズムは、薬物送達が完了する際またはその直前に外バネ要素３２の表面を内バネ要素
３８の一部にぶつけることによって、反転または強化することができる。これは、図に示
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ある。突起部４６が脚部４０を通過する際、この突起部によって内方向に延びる下端５４
が外向きに屈曲する。そして、突起部４６が通り過ぎると、下端５４が跳ね返って衝撃面
５０にぶつかる。ただし、音発生メカニズムの脚部４０の下端は内方向に延びる必要がな
いことは言うまでもなく、単にまっすぐで、衝撃面５０がぶつかることによって音が発生
してもよい。
【００５１】
　また、この種の音発生メカニズムは、針挿入および薬物放出の一方または両方を行うた
めの駆動バネがひとつしかない自己注射器において用いられてもよいことは言うまでもな
い。図１２および図１３にこれを示す。図１２に、針挿入のために針６２と薬物容器６４
の両方を筐体６６内で駆動し、薬物放出のためにプランジャー６８を薬物容器６４内で駆
動する、単一の駆動バネ６０を備える自己注射器の第２の実施形態を示す。この駆動メカ
ニズムは、バネ要素７２を強く押してこれを支持面７４から解放する押しボタン７０によ
って作動させられる。本実施形態において、第１の実施形態を参照して説明したものと同
様の突起部および衝撃面構造を用いることができる。図１３に示すように、バネが最大に
延びると、衝撃面７６が脚部７８の端部にぶつかり、使用者に薬物送達が完了したことを
知らせる可聴表示が発生する。
【００５２】
　図１４から図１８に、皮膚センサ２６を用いて第１の実施形態の外バネ２０を解放する
メカニズムをよりわかりやすく示す。図１４は、主筐体１８が取り除かれた状態の図１ａ
の自己注射器を他の視点から見た図である。図１４に、皮膚センサ２６が薬物容器１０の
途中まで延びている状態をよりわかりやすく示す。針挿入ラッチ３０は、ヘッド３１０が
設けられた弾性アーム３００である。このヘッドは、薬物容器１０の前端と係合して外バ
ネを維持する。ラッチ３０は、筐体前端２８と単一の成型物として形成されてもよい。図
１４に示す位置において、ヘッド３１０は、皮膚センサ突起２６０を含む皮膚センサ２６
によって、薬物容器と係合状態で保持される。
【００５３】
　図１５は、主筐体１８が取り除かれた状態の図２ａの自己注射器を他の視点から見た図
である。針カバー２４は、取り外されている。
【００５４】
　図１６に、患者の皮膚に接触した結果、皮膚センサが押し戻された状態の図１５の自己
注射器を示す。皮膚センサは、ヘッド３１０に対応して、図１６示す位置でヘッド３１０
と揃うように移動させられる切り欠け部２６２を有している。
【００５５】
　図１７は、図１６のしばらく後の自己注射器を示す。切り欠け部２６２によって形成さ
れた空間によって、薬物容器１０を介して外バネ２０により与えられる力を受けて、アー
ム３００が外方向に屈曲することができる。よって、ヘッド３１０が薬物容器の前端との
係合から外れ、薬物容器１０が筐体内を前方に移動して針１４を挿入することができる。
【００５６】
　図１８は、主筐体１８が取り除かれた状態の図３ａの自己注射器を他の視点から見た図
である。図１８において、外バネ２０は完全に延びており、針は挿入位置にある。アーム
３００は薬物容器１０と反対方向に屈曲したままであり、ヘッドは切り欠け部２６２内に
残ったままである。
【００５７】
　ここでも、薬物容器の前端を解放して針挿入メカニズムを作動させるこの種の皮膚セン
サ作動メカニズムは、針挿入および薬物放出の一方または両方を行うための駆動手段がひ
とつしかない自己注射器において用いられてもよいことは言うまでもない。



(10) JP 5999657 B2 2016.9.28

【図１ａ】 【図１ｂ】

【図２ａ】 【図２ｂ】



(11) JP 5999657 B2 2016.9.28

【図３ａ】 【図３ｂ】

【図４ａ】 【図４ｂ】



(12) JP 5999657 B2 2016.9.28

【図５ａ】 【図５ｂ】

【図６ａ】 【図６ｂ】



(13) JP 5999657 B2 2016.9.28

【図７】 【図８】

【図９ａ】 【図９ｂ】

【図１０ａ】



(14) JP 5999657 B2 2016.9.28

【図１０ｂ】

【図１１ａ】

【図１１ｂ】

【図１２】 【図１３】



(15) JP 5999657 B2 2016.9.28

【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】



(16) JP 5999657 B2 2016.9.28

【図１８】



(17) JP 5999657 B2 2016.9.28

10

フロントページの続き

(72)発明者  コンイ　ファン
            イギリス国　ケンブリッジシャー　ケンブリッジ　シービー１　２ピーゼット　１０９エー　ヨー
            ク　ストリート
(72)発明者  マッシュー　ヤング
            イギリス国　ケンブリッジシャー　ケンブリッジ　シービー２４　５ティーワイ　オーバー　８５
            　コックスズ　エンド

    審査官  小岩　智明

(56)参考文献  特表２００８－５４３５００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２２９３４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００８－５０８９５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１３－５０８０５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１０／０３５０５９（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｍ　　　５／２０－　５／２８，　５／３２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

